
2022

https://www.chosakai.or.jp/

経 済 産 業 調 査 会一般財団法人

61,560 32,400

540-0012 大阪市中央区谷町１－７－４
（MF天満橋ビル８階）［電話］06-6941-8971

近畿支部

03-3535-5347

目　　次

  令和４年
（2022 年）       月          日（水）

No.  15628 １部377円（税込み）

4 6

☆中国2020年知財に関する重要判例⑨
「独占禁止法」における市場支配的地位濫用の認定に関する研究 ⑴

「独占禁止法」における市場支配的地位濫用の「独占禁止法」における市場支配的地位濫用の
認定に関する研究認定に関する研究
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知的財産法務を専門分野とする弁護士・弁理士高橋淳は特許侵害訴訟を中心として活動してきました
が、近時は、職務発明規定の作成、変更に関するコンサルタント業務に注力しており、多数の書籍、
論文の執筆、セミナー、講演、テレビ出演などを通じて職務発明規定変更の実務の第一人者として知
られており、多数の相談実績を有しています。
みやび坂総合法律事務所は、特許、著作権、商標、不正競争防止法及び意匠等の知的財産法務の他、
職務発明制度を含む知財制度設計に関するコンサルティング・サービスを提供しています。また、企
業法務（海外を含む）に加え、難易度の高い家事事件にも積極的に取り組んでいます。
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